
現行の基本計画や実施中期計画の議論で積み残された課題

■ 計画の枠組み・取組分野
○ 「防災の主流化」や長期的な時間軸の中での現状認識の徹底、民間事業者による見通し確保の容易

さ等を考慮した、更なる長期的な計画性
○ 国土強靱化の取組の市場化・国際化
○ 災害時の対応の前提となる平時の地域コミュニティの維持や、医療・福祉・介護分野と防災分野と

の更なる連携

■ 実施中期計画等の推進に当たっての課題
○ 「施策間連携」の深化

・ 住宅、上下水道、電力、ガス、通信等が連携した自立分散型システムの構築による災害耐力の
大幅な向上

○ 住民や民間事業者が主体の取組の強化
・ 住宅耐震化の推進や感震ブレーカーの設置拡大に向けた経済的・心理的障壁の低下
・ 流域治水における農業者や民間事業者の取組の継続・強化
・「フェーズフリー」の観点を含む民間事業者による取組に対する評価
・持続的な資金調達等の民間事業者による投資環境の整備

○ 備蓄の確保等における国や都道府県の更なる役割強化

■ 脆弱性評価の課題 
○ 事象の発生確率や被害の大きさ等の定量的なシミュレーションや総合的な脆弱性を示すアウトカム

指標等の導入の必要性（基本計画に示された課題）
○ 災害の被災面積や強度等の規模の違いによる施策の評価の在り方の違い

次期基本計画の策定に向けた脆弱性評価の見直しの議論に進む前に、現行の基本計画や実施中期計画で
積み残された課題について、改めて委員のご意見をいただきたい。

（第15回～第18回会議で委員から提起された主な課題）
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仙台防災枠組2015-2030 概要

《７つのグローバルターゲット》
Ａ 災害による死亡者数を大幅に減らす
Ｂ 災害による被災者数を大幅に減らす
Ｃ 災害による直接の経済的損失を減らす
Ｄ 重要なインフラへの損害や基本サービスの

途絶を大幅に減らす
Ｅ 国や地方レベルの防災・減災戦略を有する

国の数を大幅に増やす
Ｆ 開発途上国への国際協力を大幅に強化する
Ｇ 多くの人が早期警戒システムや災害リスク
   情報を利用できるようにする

低
減
目
標

増
加
目
標

《中間レビュー（令和５年１月）において示された課題》
○ ［Ｅ］国等の防災・減災戦略の策定では進展がみられるものの、

［Ｂ］被災者数、［Ｃ］経済的損失、［Ｄ］重要インフラへの損害等の減少については、
十分な改善が見られない

○ 防災投資の多くが事後対応に偏り、災害予防に資する事前投資への配分は極めて少ない。
民間部門の取組が進んでいない。
効果的なリスク削減につながる『防災の主流化』に向けては、関係機関の縦割り構造が課題。

《防災の主流化》

内閣府資料、「仙台防災枠組について」（R6.10.3仙台市）、https://sendaimonitor.undrr.org/analytics/global-targets-all/22、
“Main findings and recommendations of the midterm review of the implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030”(2023.1.31, United Nations General Assembly)を基に国土強靱化推進室作成 2

《中間レビューで示されたデータ例》
日本：災害による死亡者・行方不明者数（10万人当たり）



地域コミュニティに関する研究会報告書（令和４年４月）の概要

出典：総務省ＨＰ 3



地域コミュニティへの支援（総務省）

○ 自治会･町内会等の「地縁による団体」は、町･字等の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体

・目的；その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持･形成に資する地域的な共同活動を行うこと

・全国で約296,000の「地縁による団体」(自治会･町内会等)が存在。（令和５年４月１日現在の総務省調べ）

○ 自治会･町内会等の活動への市町村による支援に対する地方交付税措置について、令和４年度から、自治会等の加入促進や活動内容の

周知に係る経費等を追加･拡充

■ 『地域運営組織』及び『指定地域共同活動団体』について

【地域運営組織の概要】

令和7年度末時点で全国に8,587団
体が確認され、自治会･町内会、民
生委員や消防団など多様な主体が構
成団体として参加している。

概ね小学校区単位で活動しており、
地域のお祭り、防災活動や高齢者の
見守り活動など多岐にわたる活動を
実施。

【地域運営組織に対する支援】

・地域運営組織の形成及び持続的な運
営に関する研究事業の実施

・全国セミナーによる周知･啓発

・地方交付税措置による形成･運営支援

地域運営組織(ＲＭＯ)※ Region Management Organization

地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、
地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に
基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織

「指定地域共同活動団体」制度の創設
○ 人口減少等により経営資源が制約される中で、住民
の暮らしを支えていくため、市町村と地域の多様な
主体の連携･協働が重要。

○ 令和６年度に創設された「指定地域共同活動団体」
制度の活用を通じて、地域における共助の仕組みを
支え、多様な主体が連携･協働して、生活サービスを
提供しやすい環境を整備。

出典：総務省 地域運営組織パンフレットより

参照：総務省ＨＰ

■ 自治会･町内会等（地縁による団体）について

【制度の概要】

・ 市町村は、区域の住民等を主な構成員とし、日常
生活に必要な環境の持続的な確保に資する活動(特
定地域共同活動)を、地域の多様な主体との連携･協
働等により効率･効果的に行うこと等、要件を満た
す団体を「指定地域共同活動団体」として指定。
（要件等の内容は、条例で定める）

・ 市町村が、団体への支援、団体の求めに応じた調
整等を行う。

・ 団体に対して、行政財産の貸付、関連事務の随意
契約による委託が可能。

・ 地方交付税措置による形成･運営支援
（※ 地域運営組織への措置と同様）

4



・マイクログリッドは、太陽光発電など地域で作ったエネルギーを地域で使うために、需要設備、再エネ設備、蓄電池等
を繋いで構築するエネルギーシステム。災害等による大規模停電時に、自立した電力供給が可能。

・気候変動により自然災害が激甚化・頻発化する中、災害時のエネルギー確保を通じ、地域の企業・住民等の事業活動・
日常生活等の継続性確保に貢献。

・環境省は、地域特性に応じた地域脱炭素の取組を推進しており、自営線マイクログリッド事業を実施する地方公共団体
等に対して交付金による支援を実施。

自立分散型システムの取組状況ーマイクログリッドー

■地域脱炭素推進交付金
（環境省）

・地方公共団体が提案し、採択
された脱炭素先行地域づくり
事業等の取組を交付金により
支援。

・交付金支援の一部として、自
営線マイクログリッドを構築
する地域において、自営線の
整備に加え、温室効果ガス排
出削減効果の高い再エネ・省
エネ・蓄エネ設備等の導入支
援を行っている。

■マイクログリッド（MG）について

マイクログリッドは地域の需要設備、再エネ設備、
蓄電池等を繋いで構築するエネルギーシステム。
地域MGは、一般送配電の系統配電線を利用するシ

ステム。53計画が策定、８地域で構築（２地域で構
築中）※1（令和８年１月時点） 。

自営線MGは地域で構築する自営線のみを利用する
システム。25計画が提案されており、２地域で構築
※2（令和８年１月時点）。

災害時による⼤
規模停電時は、
他系統と切り離
して独⽴系統化、
⾃⽴運⽤

自営線マイクログリッド

自営線

※2：地域脱炭素推進交付金を活用した地域数を提示。交付金を活用せずに構築・運用している地域もある。
※1：経済産業省補助金を活用した地域数を提示。補助金を活用せずに構築・運用している地域もある。

大規模停電時に系統の配電線、太陽光発電、
蓄電池等を活用し、地域防災施設等への自立的
な電力供給をすることにより、地域コミュニ
ティの災害対応に寄与。

電力供給先は避難所となる小学校や炊き出し
施設となる給食センター、MG内の各家庭等一般
需要家。

上野村は、山間部であり、アクセス道路に
沿って各種インフラが配置されており、土砂災
害等により地域が分断され深刻な停電被害に見
舞われた経験により本事業を実施。

■災害時のエネルギー確保を目的とした地域マイクログリッドの構築事例（群馬県多野郡上野村）
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ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)による災害時のメリット

出典：経済産業省資源エネルギー庁資料 6



感震ブレーカーの設置に関する住民意識（川崎市の事例）

○ 感震ブレーカーの設置状況は、「１つでも設置し
ているものがある」世帯が25.8％と、約1/4の世帯
で設置

○ 今後の設置意向は、「設置したいと思っている」
が41.7％、「どちらでもない」が37.4％、「設置
する意向がない」が21.0％

○ 感震ブレーカーを設置したいと思っているが設置に至っていない理由は、「入手
方法が分からないから」が60.9％で最も高く、次いで「価格が高いから」が
25.6％、「賃貸住宅だから」が23.9％

○ 感震ブレーカーを設置しようと思わない理由は、「賃貸住宅だから」が34.6％
と最も高く、次いで「感震ブレーカーのことを良く知らないから」が23.8％、
「価格が高いから」が19.7％

出典：Ｒ６年度「感震ブレーカー」に関するアンケート調査の結果【概要版】（令和７年３月川崎市）
調査対象 川崎区小田１丁目～６丁目、幸区幸町１丁目～４丁目の全世帯
世帯数 9,220世帯 調査期間 令和７年１月９日～２月21日 回収数等1,883件（回収率20.4％） 7



住宅の耐震化に関する住民意識（美幌町の事例）

出典：住宅・建築物の耐震化に関するアンケート（美幌町） 
実施期間 令和３年８月31日～９月17日 対象 昭和56年５月以前の住宅への居住者 配布数 1,000通 回収数 394通（回収率39.4％） 8



感震ブレーカー設置の支援

■ 無償配布による支援（台東区の事例） ■ 感震ブレーカーの設置促進に向けた取組の強化
（内閣官房、内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省）

台東区HPより

【総務省消防庁】
○ 感震ブレーカーの普及推進に向け、自治体による普及啓発活動に

関する費用については、特別交付税措置が講じられている
○ 消防庁の令和７年度補正予算において、著しく危険な密集市街地

の未解消地区を有する地方公共団体が、当該市街地に居住する者
に対して感震ブレーカーの購入・取付について計画的に支援する
場合に、その費用を支援

【国土交通省】
○ 密集市街地の整備改善をハード・ソフト両面で進めており、住宅

市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）等により、ソフト
対策の一環として、地方公共団体による感震ブレーカー設置に関
する取組を支援

【経済産業省】
○ 電気事業法に基づき、登録調査機関

などが各家庭を訪問して電気設備
から漏電していないかなどの調査
(点検)を行う際、併せて、感震ブ
レーカーの概要や必要性などを冊
子でお知らせする取組を令和７年
度から開始

○ 具体的には、消防庁や地方公共団体
の取組を後押しするため、著しく
危険な密集市街地の未解消地区を
有する地方公共団体（令和５年度
末時点15市区）で調査をする際、
当該自治体が行っている補助制度
を周知
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備蓄の確保に関する県の役割（高知県の事例）

出典：高知県備蓄方針（令和３年６月高知県） 10出典：高知県ホームページ



国土強靱化に係る脆弱性評価の体系

I.大規模自然災害をリスクとして想定（首都直下型地震等の特定の災害を想定したものではない。）

II.「事前に備えるべき目標」、「起きてはならない最悪の事態」の設定

〇脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で行うこととしている（基本法第17条第３項）。
〇社会情勢の変化や地域計画におけるリスク想定等を勘案し、６つの「事前に備えるべき目標」と、その妨げになるものとして35の「起きてはならない最悪の事態」を設定

III.施策分野の設定

○脆弱性評価は、国土強靱化に関する施策の分野ごとに行うこととされており（基本法第 17 条第４項）、現行計画では、12の個別施策分野と６の横断的分野を設定

IV.「35の起きてはならない最悪の事態」を回避する施策群(施策グループ)ごとに以下の分析を踏まえつつ、現状の国土・経済社会システム及び施策の脆弱性を総合的に評価

①現状の分析、進捗状況の評価（成果と課題） ②現基本計画策定以降に発生した災害から得られた知見③起きてはならない最悪の事態に至るフローの連鎖の分析から想定される事項

④施策推進効果の定量的分析

V.18の施策分野ごとに、IVの課題を集約・再整理し、今後の対応の必要性について評価

【起きてはならない最悪の事態】
1-1)大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生
5-5)太平洋ベルト地帯の幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上航空交通ネットワークの機能停止による物流・
      人流への甚大な影響

【事前に備えるべき目標】
１．あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ。
５．経済活動を機能不全に陥らせない。

IV.施策グループごとの分析・評価
①成果と課題

□住宅・建築物の耐震化について、助成措置、耐震診断等を行
い、住宅等の耐震化率の向上を着実に進めている。

②災害の知見
□R4年３月の福島県沖を震源とする地震では、耐震対策済みの

建物で被害を防ぐ等の効果が見られた。

③フローチャート分析
□住宅・建築物の被害を減らすことが重要である。

④施策推進効果の定量的分析
□住宅耐震化率100％の場合、南トラでの建物倒壊による死者

数は約65,000人（耐震化率82％（H25））→13,000人。

ソフト対策 ハード対策

初期事象（自然災害等）から最悪の事態に至る連鎖と併せ、背景事象、連鎖を断ち切る施策を整理

V.施策分野ごとの評価
※プログラム毎の課題を集約・再整理し、今
後の対応の必要性について評価

… ２)
住宅・都市 

… ８) 
交通・物流

… C) 
官民連携

…

目標 最悪の事態

1.あらゆる自然
災害に対し、
直接死を最大
限防ぐ。

1-1)大規模地震に伴う、
住宅・建物・不特定多
数が集まる施設等の複
合的・大規模倒壊によ
る多数の死傷者の発生

住宅・建築
物の耐震化

緊急輸送道
路の無電柱
化対策

…

5 ．経済活動を
機能不全に陥
らせない。

5-5)太平洋ベルト地帯の
幹線道路や新幹線が分
断するなど、基幹的陸上
海上航空交通ネットワー
クの機能停止による物
流・人流への甚大な影響

盛土による
災害の防止

鉄道施設の
耐震対策

貨物鉄道事
業者のBCP
の深度化の
推進

…

【個別施策分野】 1)行政機能/警察・消防/防災教育等、２）住宅・都市、・・・、・・・12)土地利用（国土利用） 【横断的分野】 A)リスクコミュニケーション、B)人材育成、・・・、E）研究開発、F）デジタル活用

□大規模災害を想定した広域的な訓練や業界横断的な
訓練等の実践的な共同訓練の実施等の推進が必要。
□自主防災組織の充実強化を進める必要がある。

等
□住宅・建築物の耐震化の促進
□鉄道施設の耐震対策
□無電柱化の推進 等

□学校における防災教育の充実
□実大三次元震動破壊実験施設を

活用した振動実験研究 等

脆弱性を総合的に評価
□老朽化したマンションの再生・除去を

促進する必要がある。

□身を守る行動等を緊急地震速報等の

改善と活用を進めるとともに、防災訓

練や防災教育を推進する必要がある。

I.II.III.目標、最悪の事態、施策分野を設定

11

KPIの達成水準・進捗状況
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前回の脆弱性評価（令和５年４月取りまとめ）実施の際の検討課題と対応状況

前々回の脆弱性評価の課題 前回の脆弱性評価に向けた対応方針(案) 前回の脆弱性評価における対応状況

【フローチャート分析】
○ 個々のフローの重要度合

いや連鎖を断ち切る施策が
十分かどうか分かりにくい

⇒ フローチャートの要点を説明ポイント
として整理

※ 最悪の事態の見直しに合わせたフロー
チャートの見直し

⇒ 初期事象により物的被害・問題
事象が生じ最悪の事態に至るス
トーリー、主な連鎖・対策ポイ
ントと連鎖を断ち切る主要施策
を「フローチャート分析結果の
要点」（ポイント）として整理

【KPI評価】
○ 評価が個々の施策の必要

性の列記に留まっており、
現状どれだけ脆弱かが分か
りにくい

○ 地域ごとの脆弱性の違い
が分からない

⇒ 個々の施策ごとに、施策の達成水準・
進捗状況・将来目標について分析

⇒ 重要業績指標（KPI）を地域的に分析

⇒ 個々の施策ごとに現状を分析し
進捗状況を評価。主なKPIの達成
水準・進捗状況を記載。

⇒ 一部のKPIの都道府県別進捗状況
を整理

【脆弱性評価全体】
○ 施策の進捗により、脆弱

性がどう改善していくのか
が分かりにくい

○ 個々のハザードに対し、
どれだけ脆弱なのかが分か
りにくい

⇒ 国難級ハザードにおいて、施策進捗
（KPI向上）による減災効果（人的被
害・資産被害・経済被害）の定量的分
析を試行実施

⇒ 南海トラフ等の大規模地震の被
害想定・対策効果、土木学会の
研究成果を記載

R4.7.21ナショナル・レジリエンス懇談会（第66回）資料を再構成・追記



前回の脆弱性評価で追加された項目（フローチャート分析結果において）

フローチャート分析結果の要点（ポイント）※前回より追加

各事象間の連鎖を断ち切る施策一覧

起きてはならない最悪の事態に至るまでのフローチャート

＜R5.4の脆弱性評価における対応＞
初期事象により物的被害・問題事象が生じ最悪
の事態に至るストーリー、主な連鎖・対策ポイ
ントと連鎖を断ち切る主要施策を「フロー
チャート分析結果の要点」（ポイント）として
整理し、フローチャート分析結果に追加

初期事象

中心となる
ストーリー

物的被害

問題事象

最悪の事態

主な連鎖・対策ポイント
と

連鎖を断ち切る主要施策

大規模地震の発生

住宅・建物・不特定多数が集まる施策等の被
害、土木構造物の被害

死傷者の発生、危険な場所に閉じ込められる

多数の死傷者の発生

【●⇒●：主な連鎖】
対策ポイント

連鎖を断ち切る主要施策
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前回の脆弱性評価で追加された項目（KPIの都道府県別データ）

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

＜R5.4の脆弱性評価における対応＞
地域ごとの脆弱性が分かるように、一部の重要業績指
標（KPI）の都道府県別進捗状況を整理
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